
4広報すおう大島 平成 19 年 ( 2007 年 )11 月号

　　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
っ
て
な
に
？

　

こ
れ
ま
で
75
歳
以
上
の
方
（
後
期
高

齢
者
）
お
よ
び
65
歳
か
ら
74
歳
で
一
定

の
障
害
の
あ
る
方
は
、
国
民
健
康
保
険

や
社
会
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
に
加
入

し
な
が
ら
「
老
人
保
健
制
度
」
で
医
療

を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
4

月
か
ら
は
独
立
し
た
医
療
保
険
制
度
と

な
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医

療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 （
現
在

加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や
社
会

保
険
な
ど
か
ら
は
脱
退
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。）

　

被
保
険
者
と
な
る
人
は
？

　

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方
（
65
歳

以
上
で
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

と
認
定
を
受
け
た
方
を
含
む
。）
は
、
今
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
国
民
健
康

保
険
や
社
会
保
険
な
ど
）
か
ら
、
こ
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
か
ら
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す
！

※
現
在
、
老
人
医
療
受
給
対
象
者
の
方

は
、
平
成
20
年
4
月
以
降
は
そ
の
ま
ま
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と

な
り
ま
す
。（
手
続
き
は
不
要
で
す
。）

　

保
険
料
の
負
担
は
？

　

こ
れ
ま
で
社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
も
含
め
て
、
被
保
険
者
全
員

に
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
額
が
決
ま
り
ま
し

た
ら
、
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
の
交
付
は
？

　　

被
保
険
者
一
人
一

人
に
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
が
交

付
さ
れ
、
平
成
20
年

3
月
に
送
付
す
る
予

定
と
し
て
い
ま
す
。

　

病
院
な
ど
で
受
け
ら
れ
る

　

医
療
給
付
の
内
容
や

　

窓
口
で
の
自
己
負
担
は
？

　　

今
ま
で
と
同
様

の
医
療
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
窓

口
で
の
自
己
負
担

に
つ
い
て
は
、
一

般
の
方
は
1
割
、
現
役
並
み
の
所
得
が

あ
る
方
は
3
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

制
度
の
運
営
主
体
は
？

　　

県
内
す
べ
て
の
市
町
が
加
入
す
る
「
山

口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が

運
営
し
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険

料
の
徴
収
や
各
種
申
請
の
受
付
等
の
窓

口
業
務
は
、
被
保
険
者
に
身
近
な
市
町

が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ

山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事

務
局

（
山
口
県
山
口
市
大
手
町
９
番
11
号
）
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　少子高齢化が急速に進み、高齢者に
かかる医療費も増大している現況にお
いて、高齢者が将来にわたり安心して
医療を受けられるようにするため、平
成 20 年 4 月から後期高齢者医療制度が
創設されることになります。


